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１ 化学物質について
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・労働安全衛生法（以降、「安衛法」という。）上、「元素及び化合物をいう。」と定義されている。

・化学物質のうち、中毒等の危険性が認められる有機溶剤は「有機溶剤中毒予防規則」、発がん性等の危険が認め

られる物質は「特定化学物質障害予防規則」という特別則に定められている。

・これらの特別則のほか、GHS分類で危険性・有害性が確認された化学物質は、安衛則上でリスクアセスメント等

の措置が必要な物質（リスクアセスメント対象物）として、順次法令改正の上、対象物質に追加されている。

⇒R6.4に674物質から908物質に増加し、R8.4には約2,900物質に増加予定

化学物質とは

（１）概要



１ 化学物質について
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・危険性・有害性が認められた化学物質は現時点で約2,900物質だが、未だ性質が不明のため未分類になっている

物質は数万物質にも及ぶ。

⇒「危険と言われていない＝安全」ではない！

⇒知らずに使っていた物質が数年後に危険物質だと判明することもある

・危険を未然に防止するため、近年では各会社ごとでの自律的管理が求められている。

（１）概要



１ 化学物質について
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（２）安全データシート（SDS）

◎Ｓafty Ｄata Ｓheetの略称

◎化学品の危険有害性や適切な取扱い方法等を伝達するもの。事業者間の取引時にＳＤＳを提供

する。

◎成分、危険性、取扱注意事項、適用法規等を記載

SDSとは

・・
・
・
・
・
・
・
・・・・・・・

SDS
●●●
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・

・・・・・・・・・
・・・・・・・・

特化則や有機則等の適用法規、必要

な保護具の確認が可能
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（２）安全データシート（SDS）



１ 化学物質について
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・会社内で取扱う物質にどんなものがあるかを、まずは把握する。

⇒危険性・有害性のラベルが表示されているものは、メーカーから安全データシート（SDS）を入手すること。

⇒SDSには、物質の危険性・有害性のみならず、使用すべき保護具や安衛法上の規制等の事項も書いている。

・SDSなどにより、特化則や有機則等の特別則の規制を受ける物質については、法令上の措置をとる。

（ex.作業環境測定、局所排気装置等の設置、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任など）

⇒現在でも規則改正は頻繁にされているため、規則の改正の動きは要注意

・特別則の適用を受けない物質についても、安衛法上の規制がある物質は数多くあるため、危険性・有害性がある

物質に対しては安衛法上の規制に基づいた措置をとる。

⇒作業環境や取扱物質、実施したリスクアセスメントの見直しを定期的に行う。

⇒対策については、特定の個人頼みにせず、組織的に実施する。

（３）具体的対策



２ 特別則上の措置（有機溶剤）
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・他の物質を溶かす性質を持つ有機化合物の総称。溶剤として塗装、洗浄、印刷等の作業に幅広く使用されている。

・有機溶剤は常温では液体ですが、一般に揮発性が高いため、蒸気となり、作業者の呼吸を通じて体内に吸収され

やすく、また、油脂に溶ける性質があることから皮膚からも吸収される。

有機溶剤とは

（１）有機溶剤とは

・有機溶剤による中毒を防止するため、必要な措置を定めた規則が「有機溶剤中毒予防規則」である。

・規制対象物質は「第１種有機溶剤」「第２種有機溶剤」「第３種有機溶剤」と分類され、塗装や混合、洗浄等の

対象業務が定められている。

・揮発による中毒防止の観点から、屋内での作業に関する規制が多くを占めている。

有機則



２ 特別則上の措置（有機溶剤）
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・屋内作業場等で有機溶剤業務を行わせる場合、対象物質に応じて、局所排気装置やプッシュプル型換気装置の設

置等の発散抑制措置を講じる必要がある。

（２）発散源対策



２ 特別則上の措置（有機溶剤）
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（２）発散源対策



２ 特別則上の措置（有機溶剤）
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・第１種、第２種有機溶剤を使用する場合、６か月に１回の作業環境測定が必要。

・測定は作業環境測定士（国家資格）が実施する必要があり、会社内にいない場合は外部

委託により実施する必要がある。

・作業環境測定の区分は、第１、第２、第３管理区分で区分され、数字が大きいほど危険

な状態である。

・第３管理区分であった場合、直ちに設備や作業工程等の確認を行い、改善措置を講じな

ければならない。

（３）作業環境管理

作業環境測定



２ 特別則上の措置（有機溶剤）
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・有機溶剤業務に常時従事する労働者に対しては、６か月以内ごとに１回、特殊健康診断

を実施しなければならない。

・実施後は、有機溶剤等健康診断結果報告を監督署に提出しなければならない（令和７年

１月１日より、e-Govによる電子申請での提出が義務化）。

（４）特殊健康診断

有機溶剤等健康診断



２ 特別則上の措置（有機溶剤）
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・屋内作業場等で有機溶剤業務を行わせる場合、「有機溶剤作業主任者技能講習」を修了

した者のうちから、有機溶剤作業主任者を選任し、必要な職務を行わせる必要がある。

・作業主任者の職務は、

① 作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

② 局所排気装置、プッシュプル型換気装置または全体換気装置を１月以内ごとに点検

すること。

③ 保護具の使用状況を監視すること。

④ タンク内作業における措置が講じられていることを確認すること。

の４つ。

（５）作業管理

有機溶剤作業主任者



３ 特別則上の措置（特定化学物質）
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・労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康障害を発生させる物質として定められたものを指す。

・「特定化学物質障害予防規則」にて、大きく分けて「第１類物質」、「第２類物質」、「第３類物質」の３つに

分類される。

・第２類物質については、さらに「特定第２類物質」、「特別有機溶剤等」「オーラミン等」「管理第２類物質」

に細分化される。

・各物質や内容に応じて法令上の対策や措置が異なるため、SDS等により、社内で取扱う物質の正確な把握が求め

られる。

・屋内作業の場合における局所排気装置等の発散源対策についても、各物質ごとに内容が異なるため注意が必要。

特定化学物質とは

（１）特定化学物質とは



３ 特別則上の措置（特定化学物質）
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（１）特定化学物質とは
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・第１類物質または第２類物質を製造、取扱う屋内作業場については、６か月に１回、作業環境測定が必要。

・上記区分であっても、溶接ヒューム（管理第２類物質）などの例外があるため、各物質ごとに対象の有無を把握

する必要がある。

・作業環境測定の結果の保存義務は、原則３年間であるが、物質によっては30年間のものもあるため、注意が必要。

・有機溶剤の場合と同様、作業環境測定の区分は、第１、第２、第３管理区分で区分され、数字が大きいほど危険

な状態である。

・第３管理区分であった場合、直ちに設備や作業工程等の確認を行い、改善措置を講じなければならない。

（２）作業環境管理

作業環境測定



３ 特別則上の措置（特定化学物質）
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・第１類物質、第２類物質を取り扱う業務に常時従事する労働者に対しては、６か月以内ごとに１回、特殊健康診

断を実施しなければならない。

・有機溶剤の場合と異なり、屋内か屋外かを問わず実施が必要。

・実施後は、特定化学物質健康診断結果報告を監督署に提出しなければならない（電子申請の義務化はされていな

いが、e-Gov上で電子申請による提出は可能）。

（３）健康管理・作業管理

特定化学物質健康診断

・屋内か屋外かを問わず、特定化学物質を取り扱う場合、「特定化学物質及び四アルキル鉛作業主任者技能講習」

を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任し、必要な職務を行わせる必要がある。

・なお、特定化学物質を取り扱う業務が金属アーク溶接等のみである場合は、「金属アーク溶接等作業主任者限定

技能講習」を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができる。

・作業主任者の職務や掲示は、有機溶剤作業主任者と同様である。

特定化学物質作業主任者
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・金属アーク溶接等の作業を行う際に発生する溶接ヒュームを暴露した場合、ばく露による肺がんのリスクが認め

られたことに伴い、令和３年４月１日以降、溶接ヒュームが特化物の管理第２類物質に含まれることになった。

・これに伴い、粉じん作業に伴うじん肺健診等の措置に加え、特定化学物質作業主任者or金属アーク溶接限定作業

主任者の選任や、特定化学物質特殊健康診断の実施、全体換気装置等の設置が必要となった。

（４）溶接ヒューム



３ 特別則上の措置（特定化学物質）

19

（４）溶接ヒューム



４ 安全衛生法令の改正及び措置
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（１）特別則とリスクアセスメント対象物との関係

・有機則等の特別則の適用を受けない物質で、GHS分類で危険性・有害性が確認された化学物質は、安衛法や安衛

則上でリスクアセスメント等の措置が必要な物質（リスクアセスメント対象物）と定められている。

・リスクアセスメント対象物は順次追加される予定。



４ 安全衛生法令の改正及び措置
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（２）リスクアセスメント対象物に対する措置



４ 安全衛生法令の改正及び措置
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（２）リスクアセスメント対象物に対する措置

前頁 前頁



４ 安全衛生法令の改正及び措置
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（３）化学物質管理者・保護具着用管理責任者



４ 安全衛生法令の改正及び措置

24

（３）化学物質管理者・保護具着用管理責任者



４ 安全衛生法令の改正及び措置

25

（４）皮膚等障害化学物質に対する措置
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